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請願第４号　県に対し「学校給食無償化を実施することを求める意見書」提出についての請願
　要　旨
　急激な物価上昇等により多くの保護者が深刻な困難のなかでの子育てを余儀なくさせられている。県内の34市町村が学校給食費を
無償化し、20市町村が一部補助を実施している。
　しかし、学校給食費無償化が広がる一方で、市町村によっては財政上の理由で、実施できないとか、一部補助にとどまっている。同じ県
内に住んでいながら居住地によって、保護者の給食費負担が大きく異なるという問題も生じていることから、国に学校給食費無償化を促
すためにも、県としての積極的な施策が必要であると考え「県として学校給食無償化を実施すること。」を求めるものである。
請願第５号　地方財政の充実・強化を求める意見書提出請願
請願要旨
　いま、地方公共団体には、急激な少子・高齢化の進展にともなう子育て、医療・介護など社会保障制度の整備、人口減少下における地域
活性化対策、脱炭素化をめざした環境対策、物価高騰による多様な社会保障ニーズへの対応など、極めて多岐にわたり新たな役割が求
められている。
　加えて、急激に進められている自治体システムの標準化や多発化する大規模災害に対する防災・減災や災害復旧への対応も迫られる
なか、地域公共サービスを担う人材は圧倒的に不足しており、職場における疲弊感は日々深刻化している。
　このため、2025年度政府予算また地方財政の検討にあたっては、現行の地方一般財源水準の確保から一歩踏みだし、日本全体として
求められている賃上げ基調に相応する人件費の確保まで含めた地方財政の充実、強化が不可欠となるので、以下の事項について地方自
治法第99条の規定により、政府関係機関に対し、意見書を提出するようお願いする。
請願事項（要約）
１．社会保障の充実、地域活性化、DX化、脱炭素化、物価高騰対策、防災・減災、地域公共交通の再構築など、現行の水準にとどまらない、
より積極的な地方財源の確保・充実をはかること。２．子育て対策、地域医療の確保、介護や生活困窮者の自立支援など、より高まりつつあ
る社会保障ニーズが自治体の一般行政経費を圧迫していることから、引き続き、地方単独事業分も含めた十分な社会保障経費の拡充を
はかること。3．地方交付税の法定率を引き上げ、４．政府が減税政策を行う場合、地方財政に影響が出ないよう、その財源は必ず保障する
こと。５．「地方創生推進費」については、恒入的財源としてより明確に位置付けること。６．会計年度任用職員においては、今後も当該職員
の処遇改善や雇用確保が求められることから、引き続き、その財政需要を十分に満たすこと。７．特別交付税の配分にあたり、近隣自治体
間における支給割合の差により人材確保上の困難が生じていることから、自治体の自己決定権を尊重し、特別交付税の減額措置を廃止
すること。８．自治体業務システムの標準化・共通化にむけては、十分な財政支援を行うこと。９．地域の活性化にむけて、その存在意義が
改めて重視されている地域公共交通について、一層の施策充実をはかること。１０．人口減少に直面する小規模自治体を支援するため、段
階補正を拡充するなど、地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかること。

意見書案第２号　自治体に対する国の「指示権」行使を可能とする特例を規定した地方自治法改正案に対する意見書
　要　旨
　去る令和６年５月３０日、大規模な災害や感染症の蔓延など想定外の事態に国が自治体に必要な指示ができる特例を盛り込んだ地方自
治法改正案が、衆議院本会議で可決、通過した。
　地方分権一括法制定以来、国と地方は互いに補完し合い対等の原則を深化させ、地方は長い時間をかけ地方分権の流れを築き上げて
きた。国においてはこの流れに逆行することのないよう努め、指示は国と地方公共団体との特例として位置づけ、一般的なルールと明確
に区別することを強く求める。また、指示権行使にあたっては自治体の意見をしっかり求めると同時に国の持つ情報を自治体に開示し、付
帯決議にあるよう「事前に十分な調整を行うこと」を求めるものである。
　意見書第２号及び意見書第３～５号（全会一致で採択された請願第２、３、５号）を、関係機関に提出しました。

議案第５２号　白河市教育委員会教育長の任命について
〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項に基づき、同意を求める。
　教育長（再任）　芳賀　祐司【66歳】（白河市会津町）
　任期　３年（令和6年８月１日～令和９年７月３１日）
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ハラスメント防止条例検討特別委員会を設置
　６月13日開会日に “白河市議会ハラスメント防止条例検討特別委員会設置に関する決議” が可決さ
れ、議員24名から９名が委員に選任されました。

委 員 長　　柴原　隆夫
副委員長　　大木　絵理
委　　員　　永山　　均　　遠藤　公彦
　　　　　　植村　美洋　　吉見優一郎
　　　　　　佐川　京子　　高橋　光雄
　　　　　　深谷　　弘

　議員におけるあらゆるハラスメントの根絶を目指すため
条例策定に向けた当委員会が、６月13日に設置されまし
た。委員会の設置後、直ちに委員会を開き、正副委員長の
選出を行い、条例策定に向けた内容を協議しました。
　また、７月22日には条例策定に向け、専門家講師を招
き、ハラスメントの定義と、条例策定のポイント等に関す
る勉強会を行いました。今後も当委員会の取り組みをお知
らせしてまいります。
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